
 

令和２年４月入室 

 横瀬町学童保育室入室案内 

 

 学童保育室とは、保護者等が労働等により昼間家庭にいない児童を対象に、授業

が終了した放課後に生活の場を確保し、健全な遊びを与え個別的又は集団的に指導

を行い、児童の健全育成を行う施設です。 

 

 

１．対象児童  本町に住所を有し、原則として小学校１年生から６年生までの児 

      童で、次のいずれかに該当する場合 

              （１）保護者又は保護者に代わるべき者（以下「保護者等」）が労 

        働等により昼間留守になる世帯の児童 

              （２）保護者等の疾病又は心身に障害があり学童の保育ができない 

        世帯の児童 

              （３）前各号に掲げるもののほか、明らかにその学童の保育ができ 

        ないと町長が認めた世帯の児童 

 

２．保育時間 学校の授業日   放課後から午後６時３０分まで 

            学校の休業日等    午前７時３０分から午後６時３０分まで 

 

３．休 室 日 日曜日・祝日・年末年始 

              その他町長が特に必要と認めた日 

 

４．保 育 料  一人につき月額５，８００円 

              （保護者会費２，０００円を別途負担していただきます。） 

 



 

５．入室手続 （１）申込みに必要な書類 

                   ・横瀬町学童保育室入室申請書 

                    ・横瀬町学童保育室学童家庭調査書 

                    ・保護者等の就労証明書 

                    ・疾病等の場合は診断書 

             （２）申請書の配付 

                    １１月１日（金）から横瀬児童館・横瀬町保育所・役場子育 

         て支援課で配付します。町ホームページからもダウンロードで 

         きます。 

              （３）申込み受付 

                    日時 １１月５日（火）から２５日（月）までの平日 

             午前８時３０分から午後５時１５分 

                    場所 横瀬児童館 

 

６．定  員 ５０名 

 

７．入室決定 １２月中に審査し、保護者等に通知します。 

 

８．そ の 他  ・保護者等が必ずお迎えに来てください。 

       ・年度途中の入退室については、希望日の１ヵ月前までに書類を提 

       出してください。 

              ・住所、職場等が変更した場合は、変更届の提出が必要です。 

              ・勤務状況が変わった場合には、退室になる場合もあります。 

               

９．所 在 地 横瀬町学童保育室（横瀬児童館内） 

       横瀬町大字横瀬４３７７番地１ 

       ☎２２－２０７２ 


